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所得拡大促進税制

□所得拡大促進税制の創設

平成25年度税制改正により、所得拡大促進税

制が創設されました。これは、デフレ脱却のた

めに、企業が従業員の給与等支給額を増加させ

た場合、その増加額の10％の税額控除を行うも

ので、個人（事業所得者）及び法人に対して適

用されますが、ここでは法人に限定してその内

容を確認していくことにしましょう。

□適用期間

所得拡大促進税制（雇用者給与等支給額が増

加した場合の法人税額の特別控除）は、平成25

年4月1日から平成28年3月31日までの間に

開始する各事業年度に適用されます。

したがって、3月決算法人の場合には、平成

26年3月決算から平成28年3月決算までが適用

期間となります。

□適用要件

青色申告書を提出する法人で、次の3つの要

件を満たしていることが必要です。

（1）基準事業年度に対する増加割合要件

雇用者給与等支給増加額（雇用者給与等支給

額から基準雇用者給与等支給額を控除した金

額）の基準雇用者給与等支給額に対する割合が

5％以上であることが必要です。

なお、雇用者給与等支給額の対象となるのは、

国内の事業所に勤務する法人の使用人（使用人

兼務役員、特殊関係使用人は除きます）で、賃

金台帳に記載された者です。給与等支給額とは、

所得税法に規定する給与等でその事業年度の損

金の額に算入される給与等の支給額をいいます

が、他の法人等から給与負担金を受け入れてい

る場合には、その給与負担金の額を控除した金

額となります。

また、基準雇用者給与等支給額とは、平成25

年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最

も古い事業年度の直前の事業年度（3月決算法

人の場合、一般的には平成25年3月期）の給与

等支給額をいいます。

ご二∴一　㌦
○同じ「かいせき料理」でも「懐石料

理」と「会席料理」では大いに異な

る。懐石料理は茶会の席で基本は一

汁三菜の簡素な食事。昔禅僧が寒さ

と飢えをしのぐために温めた石を懐

に入れていたことから隠語で夜食の

ことを懐石と呼んでいた。会席料理

は、宴会の豪華な料理で，つき出し

など酒に合う料理が出され、最後に

ご飯と味噌汁となる。宴会のことを

（2）前事業年度に対する非減少要件

雇用者給与支給額が、比較雇用者給与等支給

額以上であることが必要です。

なお、比較雇用者給与等支給額とは、適用年

度の前事業年度の給与等支給額をいいます。

（3）平均支給額要件

平均給与等支給額が、比較平均給与等支給額

以上であることが必要です。

なお、平均給与等支給額とは、適用年度の給

与等支給額を給与等支給者数（適用年度におけ

る給与等月別支給対象者の数を合計した数）で

除して計算した金額をいい、比較平均給与等支

給額とは、適用年度の前事業年度の給与等支給

額を給与等支給者数で除して計算した金額をい

います。

コ税額控除限度額

雇用者給与等支給増加額の10％が、税額控除

限度額となりますが、その事業年度の法人税額

の10％（中小事業者等は20％）が、上限となり

ます。

＝選択要件

雇用促進税制（雇用者の数が増加した場合の

法人税額の特別控除）の適用を受ける事業年度

については、所得拡大促進税制の適用を受ける

ことはできません。


